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　ひとつひとつの相続財産を、現物のまま各相続人にすべて配分（「現物分割」）できれば、権利関係
も単純になり、各相続人のその後の利用や管理・処分もしやすい。だが、現物分割のみの方法では、財
産の種類や利用状況による価額の差を調整して、各相続人の（法定）相続分と取得する財産価額を一致
させ、公平を期すことは非常に困難である。そこで、「代償分割」や「換価分割」の方法により各相続
人の相続分と取得財産価額の一致及び公平性を図ることになる。《設例》は、「代償分割」の方法による
一例であり、私Ａと姉Ｂは、民法上、遺産分割時の財産価額により遺産を平等に分け合うことになる。
　一方、相続税法では、相続または遺贈により取得した財産の価額について相続開始時の価額を課税価
格計算の基礎としており、遺産分割時の価額とはズレ（分割するまでに価格上昇、あるいは下落）が生
じる可能性大である。また、遺産分割成立を前提として、①『配偶者に対する相続税額の軽減』（相法
19の2）や②『小規模宅地等の課税価格の特例』（措法69の4）の相続税額の負担を軽減し、あるい
は、③『農地等に係る相続税の納税猶予』（措法70の6）などの納税を猶予する特例制度が設けられて
いる。そのため、特例の適用を受ける相続人と受けない・受けられない相続人との間で相続税の負担割
合が大きく異なることになる。従って、各相続人の取得財産価額が等しくても、同額の相続税額を負担
するとは限らず、取得財産価額の多寡に応じて、相応の相続税額を負担するわけでもない。まさに、
『相続』は平等でも、『相続税』（の負担）は公平ではない。
　《設例》において、相続税の申告で、Ａが自宅不動産を相続税評価額60,700,000円で課税価格とす
る一方、代償債務額を代償分割時の価額75,000,000円を基礎に計算（譲渡所得税等も諸経費として考
慮すると、66,565,000×1/2＝33,282,500＞60,700,000×1/2＝30,350,000）して控除するとＢ
より課税価格が低くなり、相続税の負担が少なくて済む。ただし、これについては、代償分割時の価額
と相続開始時の価額の比による圧縮計算が認められている（相基通11の2-10）。
　また、Aは特定居住用宅地を相続したとして、『小規模宅地等の課税価格の特例』制度を適用
（60,000,000×80％＝48,000,0000を課税価格から減額）すると、Ｂとの課税価格の差額は△
48,000,000円であるから、かなり相続税の負担も少なくなることになる。ただし、Ａが相続税の申告
期限まで居住を継続し、かつ、継続して所有することがこの制度の適用要件である。従って、不動産の
売却は申告期限が過ぎてから行うことが肝要となる。
　この自宅不動産は相続財産であり、上記の相続税の課税を受けるが、譲渡所得の基因となる資産でも
あるから、その売却は譲渡所得課税の対象となり、Ａは譲渡所得税及び住民税を負担することになる。
ただし、①相続税額の取得費加算（措法39）②居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除（措
法35①②）③居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（軽課　措法31の3）のような
税額軽減措置を受けられる。

申告期限まで居住継続、かつ、所有継続が特例の適用要件。
譲渡所得の基因となる資産である場合は、譲渡所得課税の対象、
そして、特例の適用も。

代償分割の一例…居住用の特例適用？

　昨年９月、母が亡くなりました。父はすでに12年前に他界しており、相続人は私Ａと姉Ｂの２人です。
遺された預貯金や有価証券などは２分１ずつ相続することとし、遺産の大部分を占める自宅不動産（家
屋の相続税評価額700,000円及び土地200㎡の相続税評価額60,000,000円）については、40年近く住
んで老朽化していることもあり、姉Ｂと相談した結果、母と同居していた私Ａが相続して、なるべく早
い時期に売却することに。そして、その『売却代金から諸経費を控除した残額の２分の１相当額の金員を、
代償金としてＡはＢに支払う。』ことを遺産分割協議書に記載することで合意しました。
　自宅不動産の予想売却価格は75,000,000円、これに対する諸経費は契約印紙代、測量費及び仲介手
数料など合わせて3,000,000円、差し引き、残額は72,000,000円になりそうです。
　本年７月頃には、不動産売買の契約が成立しそうなのですが、相続税の申告その他、何か気をつける
ことはありますか？

赤字決算により生じた欠損金の取り扱い被相続人と同居の相続人が居住用財産を相続し、
売却した上、他の相続人に代償金を支払う。
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川崎市営バス、臨港バス、京急電鉄に広告掲載中！

　当店では全国から届く生産者の心のこもった食材を皆様に

美味しいと言って頂けるよう丁寧に料理しています。また、

日祝を中心にレストランライブを開催しています。

　ワイワイとおしゃべりを楽しみながら生演奏に耳を傾けお

食事の時間を楽しんでいただける事が当店の目標です。

　自慢の料理を用意して皆様のお越しをお待ちしています。

044－223－8112
ラ ン チ　平日　　11：45～13：30
　　　　　土日祝　11：45～14：00
ディナー　17：45～21：30
定 休 日　火曜日

住 　 所 〒212-0053　川崎市幸区下平間214－1

　　　　　　　　　　 フロール川崎下平間１Ｆ

T E L 044－223－8112　　

アクセス　バス：71系統「下平間住宅前」下車すぐ

　　　　　徒歩：JR南武線鹿島田駅より約８分

　　　　　　　　JR横須賀線新川崎駅より約９分

　　　　 ※駐車スペースあり（１台分）

U R L https://il-riccio.net/

ご予約・お問合せ

トラットリア　イルリッチョ

株式会社 マイルストーンジャパン　　　　代表取締役　野路　尚弘

住　　所 〒210-0852　神奈川県川崎市川崎区鋼管通４－７－６

T E L 044－272－9698　　FAX 044－272－9942

U R L https://milestone-japan.net/

　　　　 重機販売担当：坪田　　重機レンタル担当：曽川　　重機修理担当：高橋

【重機販売】日立建機日本様の新車販売、各種中古、ミニユンボ、発電機、コンプレッサーなど幅

広く取扱います。国内、海外輸出にて販売。自社工場で整備した機械が人気。

【重機レンタル】太陽光発電所の建設に関する機器のレンタル「オーガレンタル」を運営。

杭打ち機器も開発販売、回送まで一貫したサービスを行なってます。

【重機修理】日立建機日本様のメーカ指定修理業者として、確かな技術と経験のある専門スタッフ

によりメンテナンスから大掛かりな修理まで多くの修理を承っております。
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